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【研究ノート】

日本の教員政策における「資質能力」の再検討 
――教育職員養成審議会の答申を中心に――

鄭 修　娟

１．はじめに

小論は、1990年代の教育職員養成審議会（以下、教養審）の答申及び関連する議事録に焦点

を当て、各時期別に教員の「資質能力」に関する内容がどのように変化してきたのか、また、

その変化に影響した要因は何かについて考察するものである。特に本稿では、1997年教養審答

申をきっかけに、教職科目として「教育相談」のなかに「カウンセリング」という概念が入る

ようになったことに注目し、当時の答申内容と、国会審議過程を検討する。

教員政策を論じるにあたって、「教員の資質能力をいかに向上させるか」という論点は常に

重要な視点・検討事項として取り上げられてきたが、「資質能力」そのものの定義づけは、未

だなされないまま今日に至っている（髙妻 2012）。辞典的にいえば、「資質」は、「生まれつき

の性質や才能」、「能力」は「物事を成し遂げることのできる力」を意味しており、資質が先天

的な性質であるのに対し、能力は努力によって達成可能な後天的なものである。市川（2012）

は、「『資質の向上』という表現は日本語として不適切」であると指摘し、「教員の職業適性

（vocational aptitude）」が「資質」に近い合意であると述べる。つまり、「資質能力の向上」

という概念自体が矛盾を抱えているにもかかわらず、現在、諸政策や論文誌等でそれを厳密に

使い分けているわけではない。また、木村（2008）は、近年の教員政策をめぐる議論に関して、

多様な現実への「適応能力（competency）」が強く示されるようになったという。特に90年代

に入るとそれがより明確になり、教科の専門性よりも教員としての使命感が強く求められる

等、「熱意の制度化」がすすめられ、教員にも「カウンセリング（マインド）」が求められるよ

うになり、社会や制度の問題が個人の「心の問題」へずらされる恐れがあると指摘する。

本論が対象とする「教育職員養成審議会」は、教育職員の養成・免許制度等に関する重要事

項を調査・審議する審議会として1952年設置された。同審議会は、1987年答申にて「今後特に

必要とされる教員の資質能力」の項目をはじめ、「大学院による教員養成」や「社会人の活用」
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等の項目を付け加えたが、このような提案は、その後の教員養成に関する政策において大きく

影響し、たとえば2006年の中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」では、

教養審答申を参考に、教員に求められる資質能力について総合的に言及している。同審議会の

答申と、当時の議論内容を再検討することは、近年の教員政策を中心に矢継ぎ早に起きている

教育改革への批判的検討にあたって欠かせない基礎作業であると考える。

検討を行う際には、答申の内容だけではなく、答申が提出された背景に注目し、当時の政治

的状況を視野にいれつつ、審議会委員の構成や影響力を持っていたと予想されるメンバーの発

言等を中心に時系列にそって把握していく。

２．政府・与党からの提案

表１をみてわかるように、1980年代に教養審は２回にわたる答申を提出している。注目し

たいのは、1983年の答申である。それ以前、自発的に「建議」する形の政策手段をとってきた

教養審が、この時期からは瀬山文部大臣（当時）の諮問（1983年６月）をうけて「答申」を提

出するようになった。それと同時に、自民党文教部会による提言からも影響を受け、政府や与

党が主導して政策を提案した傾向もみられる。

＜表１　1980年代の教員政策に関する主な政策文書＞

時期 政策文書
1981 自民党文教部会・教育問題小委員会 「教員の資質向上に関する提言」
1982 文部省初等中等教育局長通知 「教員の採用及び研修について」
1983 自民党文教制度調査会・文教部会 「教員の養成、免許等に関する提言」（5.26）
1983 教養審答申 「教員の養成及び免許制度の改善について」（11.22）
1984 教育職員免許法改正法案の国会提出（廃案）

1985 文部省「教員資格認定制度等に関する調査研究協力者会議」設置
文部省研究協力者会議中間報告 「学校教育への社会人の活用について」

1986 臨教審第２次答申 「教員の資質向上について」
文部省「国立の教員養成大学・学部の今後の整備に関する調査研究会議」

1987 教養審答申 「教員の資質能力の向上方策等について」

1988 教育職員免許法の改正（専修免許状の創設、教職専門・実習の単位増）
教育公務員特例法の改正（初任者研修の制度化）

自民党文教部会の小委員会が発表した「教員の資質向上に関する提言」は、1978年の中教審

答申において提案された「実際の指導力を養う」との観点から、教員試補制度の導入、免許状
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の期限付更新制、上級免許状の創設などを提案した。特に、教養審答申が出される直前に発表

された同部会の「教員の養成、免許等に関する提言（1983年）」においては、教員の「免許基準」

について「教育相談（カウンセリング）」が重視されている。具体的に、「教科のみならず、道

徳、特別活動等の各領域を、自信をもって担当し、児童生徒の実情に即した指導ができるよう

な基本的な素養と実践的な能力を身に付けること」にウェイトが置かれているとともに、「道

徳教育に関する科目の充実と生徒指導、教育相談、学級経営等に関する基礎教養並びに実践的

な知識、技術を十分習得できるよう、所要の単位数の増加を図ること」が提言されている。

1990年代以降、自民党が提案していた「教育相談（カウンセリング）」に応じる教員の能力

向上は、その後の教養審においても主な議論テーマとして掲げられていく。教養審第１回議

事要旨（1996年７月29日）をみると、「教員養成課程のカリキュラム」をめぐる議論において、

文部省から「教員自身が基礎的なカウンセリングの能力とカウンセリングマインドを持つこと

の必要性を念頭に置く」ことが示され、「子供への接し方の一つとして有効であるならば、教

員養成課程において何等かの形で位置づける意味はある」と述べられている。このような点か

ら、80年代において自民党文教部会を中心に提案された教員の資質能力に関する内容やその向

上策が、その後の教員養成政策に関する議論においても主な論点として引き継がれていたこと

が読み取れる。

３．臨教審の影響 

（１）1983年答申

1983年の教養審答申の内容をみると、教員の資質能力の向上方策に関しては、「養成・採用・

研修の各段階を通じて総合的に講じられるべきもの」として位置づけ、それ以前出していた建

議内容がそのまま引き継がれている。また、「教員の専門性の向上」を図るため、「開放性の原

則は尊重しつつ、各免許状の免許基準について、教育実習の改善充実など特に実践的な指導力

の向上を主眼として、引き上げを検討する」ことと、「大学院修士課程を教員の養成・研修課

程の中に適切に位置づける必要」について言及され、主に教員免許状の種類の改訂、及び免許

基準の改善等が提案されている。

　特に「免許状の種類」については、「修士課程修了程度を基礎資格とする免許状の新設」を

提言しており、教員へのより「高度な資質能力」を求めていた。同答申に対しては、①教育条

件整備に関する内容が不十分であり、画一的な免許状の種別化が図られている点、②文部省に

よる試案が部分的に修正されたにすぎず、審議会の主体性が欠如している点、③教員免許状を
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特修、標準、初級の三種別化することにより、教師集団を階層化している点、④教育の本質や

目的より、情熱と使命感をもった実践的な指導力の向上に免許基準が置かれ、教職専門を中心

に大幅な単位増が図れている点（白井1983）などのいくつかの問題点が指摘され、最終的に法

改正までには至らなかったが、その後、87年答申における免許状の種別化や免許基準の引き上

げ、社会人の導入など、法改正に向けての基本的な方向性を提示している点から、重要な位置

を示している。

（２）1987年答申

臨教審第２次答申（1986年４月）では、社会人活用のための短期過程の設置・採用改善、

初任者研修、現職研修体系化などが提案された。この臨教審答申が提出されて間もなく、海部

文部大臣（当時）は、「教員の資質能力の向上方策等について」の諮問を出し、その諮問理由

について「臨教審答申において指摘されている教員の資質能力の向上について改めて専門的立

場から具体的改善方策をご検討いただきたい」と説明し、「現行の教員養成・免許制度は、教

員の資質能力の保持と向上に大きな役割を果たしているが、社会の変化に更に的確に適応でき

るよう、教科や教職に関する専門科目の内容の改善や免許制度の柔軟化方策等について（傍線

は筆者による）」議論するよう求めた。

周知のように、臨教審は、中曽根首相の私的諮問機関として設置され、常に教育下位政府と

の対立構図を持っていた。教養審の87年答申は、臨教審答申を文部省がより「専門的」な立場

で受け入れ、「制度化」するための手段であった。同答申では、大学の自治と開放性を前提と

しながらも、「特定の分野について深い学識を積み、当該分野について高度の資質能力を備え

ている」ことを求め、教員免許制度に修士課程等を適切に位置づける必要性について書かれて

おり、臨教審答申からの影響が読みとれる。この時期は、教員の「専門職性」の根拠を養成段

階よりも、むしろ現場実践に求めていた（丸山 2006）のである。同答申の提言を受けて、

1988年に教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正されるよう

になった。

（３）教養審の法的位置づけ

教養審は教員養成や免許に関する政策提案にあたって自発的な「建議」を行っていたが、80

年代に入ってからは、文部大臣の諮問や与党自民党の影響力のもとで、「答申」を提出し、そ

れが法改正まで至るようになった。このような政策過程における一連の変化に関して本報告で

注目したいのは、教養審の「法的位置づけ」である。もともと同審議会は「大学局教職員養成
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課」の管轄下に位置づけられていた。それが1983年の「国家行政組織法の一部を改正する法律」

により、「保健体育審議会令等の一部を改正する政令」が制定（1983年12月）され、教育課程

審議会令とともに、教育職員養成審議会令も一部改正されるようになる。それにつれ、教養審

は従来の「大学局教職員養成課」から、「教育助成局教職員課」が管轄するようになった。

このような経緯を経て、「専門職」としての教員の職責を求めつつ、教員の「実践的指導力

（1987年答申）」を提案していた教養審は、90年代に入り、橋本政権の六大改革や経済界からの

政策提言（経団連「創造的な人材育成（1996）」）等の影響を受けながら、教員個々人に対する

「最小限必要な知識・技能（1997年答申）」の必要性を打ち出し、1997年～1999年の３年間、３

次にわたる答申を提出（「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について（1997.7）」（カリキュ

ラム等特別委員会）、「修士課程を積極的に活用した教員養成の在り方について（1998.10）」（大

学院等特別委員会）、「養成と採用・研修との連携の円滑化について（1999.12）」（教員採用・研

修の在り方と教員養成との連携方策等に関する特別委員会））を出している。

４．共起ネットワークを用いた議事録分析

ここでは、教養審答申にかかわる議事録を分析するために、テキストマイニング手法の一

つである「共起ネットワーク」（KH Coder 提供）を活用する。共起ネットワーク手法は、同

じ段落に一緒に出現する（共起する）語同志を、線（edge）で結んだネットワークを意味す

る。本稿では、教員の「資質能力」と関連して頻繁に出現した単語を「見える化」するため

に、同手法を用いた。分析対象は以下の通りである。

※検索単語：教員×資質、教員×能力、教員×資質×能力

※関連語検索（上位 75個）：「資質」と「能力」を別々に検索

※分析対象： 

①1997年国会議事録（平成９年４月８日～平成９年12月３日（８回分））

－出現単語（使用単語）：234,053（81,440）

②1998年国会議事録（平成10年３月18日～平成10年５月27日（６回分））

－出現単語（使用単語）：289,148（102,647）

③1999年国会議事録（平成11年２月９日～平成11年11月11日（８回分））

－出現単語（使用単語）：258,471（91,096）
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（１）平成９年－「カウンセラー」としての役割の登場

1997年の議事録８

回分を分析すると、

「国家」「人材」「少

子」などの単語が頻

繁に出現している

ことがわかる。

なお、「カウンセ

ラー」を養う・育て

るといった表現も

出現しているが、こ

れは当時、田中真紀

子（自由民主党）委

員による「小学校及

び中学校の教諭の

普通免許状授与に

関わる教育職員免

許法の特例に関す

る法律（介護等体験

特例法）」（議員立

法・平成９年６月）

の影響が背景にあ

ると考えられる。

具体的な発言を検討すると、たとえば当時、参考人として参加していた小田晋（国際医療福

祉大学保健学部教授）氏は、「狭義の心の教育とカウンセリングの問題ですが、やっぱり養護

教諭の役割は非常に重要」と述べ、養護教諭へのカウンセラー役割を求めている。また、「日

本の風土の中では心の問題よりも体の問題をきっかけに入っていくのはとてもすっと入ってい

けるのでありまして、心の教育の担い手としての養護教諭と保健室の役割は重要です」と発言

しており、「心の教育」という抽象的な言葉が登場している。さらに、「養護教員の仕事をほか

の先生たちも尊重して理解して、ケースカンファレンスなんかでももっと積極的に行われるよ

うにしなきゃいけない。これは養護教員だけの問題じゃありません、一般の教師について言う
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と、養護教員の仕事をもっと理解してほしい」 （第141回国会　平成９年11月18日　参・文教委

員会）と述べ、養護教諭のみではなく、一般教諭にもカウンセラーとしての役割が強調されて

いる。

（２）教養審議事要旨の検討（1996年７月20日～1997年６月27日）

　上記のように、「心の教育」という抽象的な概念が強調されるとともに、教員に求められる資

質能力に「カウンセラー」が関連づけられるようになったのは、利益集団からの要求も影響し

ていたと考えられる。教養審の答申作成には、関連団体からの意見聴取も行われ、例えば都道

府県教育長協議会、全国特殊学校長会、社団法人日本青年奉仕協会、日本経営者団体連盟、日

本商工会議所、社団法人全国高等学校PTA連合会が参加した。そこでは、「すべての教員につ

いて基礎的なカウンセリング能力を育成する必要がある」「教科に関する知識とともにカウンセ

リングマインドについても視野に入れて議論する必要がある」「子供・保護者ともに様々な感情

をもっており、これからの教員は教職に関する科目においてカウンセリングマインドを養成す

る必要がある」「カウンセリングマインドを持った教員が指導を行う必要がある」など、教員へ

の「カウンセリング能力」を求める発言が行われ、「「教職に関する科目」を充実し、カウンセ

リングマインドの習得やボランティア活動の体験等を積ませる必要がある」と強調された。

（３）平成10年－「カウンセリング」能力の強調

翌年にも教員に求められる資質能力に関しては、子どもの「心の問題」とかかわる表現・単

語が頻出している。

当時の町村信孝国

務大臣は「今の子

供たちの方がある

意味では心が病ん

で い る・・ カ ウ ン

セリングを今まで

以 上 に や る と か、

幾つかの教育現場

でそうした豊かな

時代への新しい対

応をやっていくと
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いうことがいろいろ出てくるんだろうなと。その一環として、今回の育英会の奨学金のあり方

というようなことも検討をされてしかるべきなんだろう」　（第142回国会衆・文教委員会（平

成10年３月18日）、傍線は筆者による）と発言しており、教員への「カウンセリング」能力を

それまで以上に強調していると読み取れる。

同 氏 は、 さ ら に

「例えば道徳教育の

充実でありますと

か、よりカウンセリ

ングマインドを先生

方みんなが持っても

らうこととかあるい

は問題行動への毅然

とした対応等々とい

うことで、学校の教

育現場の中でより心

を育てるというこ

と・・すべての教員にカウンセリングに関する考え方あるいは最低限の知識を持ってもらおう

というようなことを考えている」（町村国務大臣　第142回国会衆・文教委員会　平成10年４月

16日）と、道徳教育とカウンセリング能力を関連づけ、それによって子どもの「心を育てる」

といった個人の考え方が述べられている。また、与党議員からも「今や保健室が駆け込み寺の

ような状態になっておるわけでありますが、その養護教員が十分なカウンセリングの能力を

持っておるかといったら、必ずしもそうでないということがいろいろ言われているわけであり

ます。我々も、基本的には先生は、もう全員がカウンセリングの能力を今は身につけておかな

ければならぬ」（自由民主党・奥山茂彦委員、第142回国会衆・文教委員会（平成10年３月18日）、

傍線は筆者による）と述べ、教員へのカウンセリング能力を求めている。

（４）平成11年

翌年の議事録では、「カウンセリング」に関する言及はなく、学校給食や衛生、防災、薬物

などの単語が頻出している。この時期は、非常勤講師の配置や社会人の活用が強調されたり

（「教員の資質向上、社会人の活用や小学校の専科指導の充実のための非常勤講師の配置、公立
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学校施設の耐震・防

災機能の充実強化、

心の教室の整備、学

校給食における衛

生管理の徹底及び

薬物乱用防止五か

年戦略の推進等に

積極的に取り組む

こと」（森田健作政

府委員　第145回国

会　衆・文教委員会

　平成11年 ２ 月 ９

日））、国際化への対

応が重視されたり

（「現職教員の青年海

外協力隊への参加に

ついては、このよう

な教員の資質能力の

向上の観点及び国際

貢献の観点から有意

義である」（有馬朗

人国務大臣　第145

回国会　衆・文教委員会　平成11年２月10日））といった発言がみられる。

５．考察

本稿では、1997年教養審答申をきっかけに、教職科目である「教育相談」のなかに「カウン

セリング」という概念が入るようになったことに注目し、当時の答申内容と国会審議過程を検

討した。その結果、当初は養護教諭の役割として位置付けられていた「カウンセリング能力」

が、徐々にすべての教職員がもつべき「カウンセリングマインド」として捉えられていく過程

を確認した。主に影響したアクターとして想定できるのは、教養審の審議過程において意見聴
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取を行った関係団体と、文教族として活躍していた文部大臣等であるが、当時は教養審だけで

はなく、他の審議会でも同時に教育改革における動きを見せていたことを考慮すると、主に保

健体育審議会や教育課程審議会との「調整」も必要であったと考えられる。また、「カウンセ

リング」という領域の性格上、「専門家集団」との関係が常に重視されるわけであるが、政治

主導が強まっていく当時の状況を考えた際に、文教族や特定の利益集団との関係も視野に入れ

ておく必要がある。

　日本の教育政策プロセスは、特に臨教審以降、政策実施に向けた「迅速性」が重視されると

ともに、ある特定アクターの偏った意見や利益が当該政策に反映される可能性が高くなるよう

な特徴を持つ。そのため、そこから出された諸方策がどのような影響を現実にもたらしうるの

かということの検証や実効性の根拠がないまま進められる恐れがあると言える。教員の資質能

力の向上には、当然ながら、その専門性を担保しうるような「条件整備」が不可欠であるが、

上記の議論の中ではそのような発言はみられず、委員や利益集団の主張が教員の「資質能力」

として語られていることが読み取れる。だが、それは民主的な合意過程を経て出された改善策

というよりも、すでに「選択された案」がそのまま提言・答申としてまとめられている印象が

強い。これは、昨今の教員政策をめぐる議論とその帰結からもうかがえる。

　本稿では共起ネットワークの手法を用いて議事録分析を試みたが、政策過程分析は、特定の

事例だけではなく、他の政策過程においても同様に観察できる構造、パターンを抽出するとこ

ろに力点があり（草野 1997）議事録の分析だけでは、そのブラックボックスを解明するには

限界があるため、今後、補足的に調査（例えば、当事者へのインタビューなど）を行っていく

必要がある。
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